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○
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
を

失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行

い
て
は
、
こ
の
法
律
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
は
、
そ
の
時
以
後
も

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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線
の
部
分
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改
正
部
分
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改

正

案

現

行

附

則

附

則
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事
業
所
税
の
う
ち
資
産
割
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
事
業
所
税
の
う
ち
資
産
割
の
課
税
標
準
の
特
例
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第
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十
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第
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十
三
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五

５

特
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農
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工
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改
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時
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法
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元
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法
律
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六
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号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
二
項

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
業
者
又
は
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
業
者
又
は
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
事
業
協
同
組
合
等
が
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
計
画
に

特
定
事
業
協
同
組
合
等
が
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
計
画
に

従
つ
て
実
施
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
改
善
措
置
に
係

従
つ
て
実
施
す
る
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
改
善
措
置
に
係

る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
事
業
所
等
に

る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
事
業
所
等
に

お
い
て
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
の
う
ち
資
産
割
の
課
税
標

お
い
て
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
の
う
ち
資
産
割
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
事
業
所
床
面
積
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
が
法
人

準
と
な
る
べ
き
事
業
所
床
面
積
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
が
法
人

の
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
終
了
す

の
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
終
了
す
る

る
事
業
年
度
分
、
当
該
事
業
が
個
人
の
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十

事
業
年
度
分
、
当
該
事
業
が
個
人
の
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
一

三
年
分
ま
で
に
限
り
、
当
該
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
係
る
事
業
所
床
面

年
分
ま
で
に
限
り
、
当
該
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
係
る
事
業
所
床
面
積

積
（
第
七
百
一
条
の
三
十
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以

（
第
七
百
一
条
の
三
十
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
施
設
に
係
る
事
業
所
床
面
積
の

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
施
設
に
係
る
事
業
所
床
面
積
の
四

四
分
の
一
に
相
当
す
る
面
積
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

分
の
一
に
相
当
す
る
面
積
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

い
て
は
、
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

て
は
、
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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